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議案第１２号 

小糸・清和地区中学校統合施設大規模改造工事請負変更契約の締結について

 小糸・清和地区中学校統合施設大規模改造工事について、下記のとおり請負変更契約を

締結したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及び議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和４６年君津市条例第 

４９号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

記  

１ 工 事 名  小糸・清和地区中学校統合施設大規模改造工事 

２ 工 事 場 所  君津市塚原１２０番地 

３ 工 事 期 限  平成３０年１２月１４日 

４ 工 事 概 要  管理教室棟（鉄筋コンクリート造３階建 延べ床面積２，００７㎡） 

特別教室（鉄筋コンクリート造４階建 延べ床面積９３３㎡） 

         (1) 内部改修工事  

間取り改修工事、間仕切改修工事、内部建具改修工事、仕上改修

工事、家具工事 

         (2) 外部改修工事  

外壁改修工事、外部建具改修工事 

         (3) 環境配慮工事  

管理教室棟天井アスベスト含有建材の除去 

５ 契 約 の 金 額  変更前 １８５，４５７，６００円 

              （取引に係る消費税及び地方消費税を含む。） 

変更後 １８７，４５５，６００円 

    （取引に係る消費税及び地方消費税を含む。） 

増 額   １，９９８，０００円 

    （取引に係る消費税及び地方消費税を含む。） 

６ 契約の相手方  千葉県君津市糠田飛地８９６番地５ 

          株式会社ケンソー君津営業所 

君津営業所長 長澤五郎 

  平成３０年８月３１日提出 
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                           君津市長 鈴 木 洋 


